
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）昨年度、「定額減税しきれないと見込まれた方」に対し、当該減税できないと見込まれた額を基礎として、確認書の提出により、調

整給付金（当初調整給付）を支給しています。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ  下郷町 健康福祉課 福祉係 ℡０２４１‐６９‐１１９９ 

■返信・申請期限  令和７年１０月３１日（金）まで 当日消印有効 


